
西濃の風 
 

◎一年の終わりに・・・一人一人の責任感と行動力に感謝！ 
４月８日に今年度がスタートし、12月 24 日までの授業日数は１５３日間です。 

当初、少し落ち着いていましたが、４月 23 日に「岐阜県第 4 波非常事態宣言及び非常

事態対策」、5 月 11 日には「まん延防止等重点措置区域」に指定されました（6 月 20 日

指定解除）。さらに 8 月 20 日に再度「まん延防止等重点措置区域」（9 月 1２日解除）に

指定、8月 27日から 3度目の緊急事態宣言（9月３０日解除）が出され、オンライン授業

を主とした自宅学習（8 月 30 日～9 月 10 日）、短縮日課による繰り下げ登校（9 月１３

日～17日）を行いました。 

社会全体では、大学や高校の部活動でクラスター発生、一日の新規感染者数の最多数更新、

変異株の感染拡大への脅威、新型コロナワクチン導入など、多くのことがありました。 

しかし、「学校活動を止めない」との県教育委員会の方針の下、生徒の皆さんや教職員の

一人一人が新型コロナウイルス感染症に対して、責任を自覚し確実な予防対応を行いながら、

学校生活を進めることができました。改めて、お互いの力に感謝をしましょう。 

さて、現在では新型コロナウイルス感染症の新たな変異株の感染が懸念され、第６波への

対応が進められていますが、何より基本的な感染症対策をきちんと行うことが効果的であり、

意識して生活することが重要です。12月 25日（土）から冬季休業となり、年末年始を迎

えますが、引き続き、適切な行動をお願いします。 

★学校では、心のアンケートを毎月実施しています。 

★生徒指導部からのたよりにも相談窓口などを掲載しています。 

不安や悩みなどがあれば、本校の職員に遠慮せずに相談してください。 

 

■冬季休業の生活の中で自分を育てよう！ できることを増やそう！ 

衣生活について 

○自分の服は、自分で管理していますか？ 畳んだり掛けたりができていますか？ 
衣服の中でも制服は、皆さんが西濃高等特別支援学校の一員であるという証です。現場実

習の打ち合わせや入社試験にも着ていく大切なものです。 

さて、人の印象は最初の瞬間がとても大事だということは皆さんも知っているとおりで

す。スッキリした印象を持ってもらうことが大切です。毎日、着用している制服を手入れし

ましょう。また、他の衣服についても整理整頓をしっかりしましょう。 

  □制服の汚れやしわ、ほつれや破れなどはないか。□ボタンは取れかけていないか。 

  クリーニングに出す場合にも、上記を確認してから出しましょう。 

 □自分の衣服をたたむ または ハンガーにかける など、毎日整理しているか。   

住生活について 

○専門選択コースの環境コースで学んだ力を生かして、年末の掃除をしてみましょう。 
自宅の居間や個室を掃除する人も多いと思いますが、せっかくなのでトイレ掃除をしてみ

てはどうですか。1年生から手順や道具の使い方を理解し、実践してきました。きれいにして

気持ちよく家族の人に使ってもらえると嬉しいですね。 

食生活について 

 ○冬休みは、クリスマスやお正月などの年中行事が多く、つい食生活が乱れがちです。 
  自分の食生活を管理することは社会人として必要なことです。体調管理ともつながってい

るので、バランスよく摂取し、規則正しい生活リズムを保つよう気を付けましょう。 

  また、運動も継続して行うなど、冬休み明けに体調を崩さないように整えてください。 
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◎成人年齢の引き下げ・・・令和 4年 4月 1日から 
選挙権年齢が 18歳以上に引き下げられていることは皆さんも知っていますね。本校にも

選挙に行った３年生の人がいます。（＊公職選挙法等の一部を改正する法律（平成２８年６月１９日施行）） 

 

いよいよ、令和４年４月１日から成年年齢が２０歳から１８歳に引き下げられます。 
（＊平成３０年６月に民法の一部を改正する法律（改正法）の公布（令和４年４月１日施行）） 

今回の改正法では、若年者の自己決定権を尊重するものであり、その積極的な社会参加を

促し、社会を活力あるものにする意義を有するとしています。親権者が子の監護及び教育の

義務を負わない、子はその権利を有しない、居所の指定や職業の許可の規定の適用を受けな

いこととなります。3年生の人は、4月 1日から成人となります。２年生の人は、３年の途

中で成人となります。成人となるといろいろな権利や義務が発生します。 

特に、１８歳以上の生徒は単独で有効な契約を行うことができるようになるため、これま

で守られていた消費者問題の被害者となることが増えると懸念されています。 

本校では、昨年度からその対応として家庭科の学習を中心に、消費者教育に取り組んでき

ました。外部講師による講話については、令和２年度学校だより第１０号にその内容を掲載

しています。今年度も 10 月 6 日に消費者教育出前講座を実施しました。自分を守るため

の法律や制度、サービスがありますので、ぜひ確認し、理解しておくことが重要です。そし

て、適切で正しい判断ができるように、また、危険に対する予測、トラブルになった時の対

処方法の知識や力を身に付けましょう。 

消費者トラブルの相談窓口 県民生活相談センター 058-277-1003 

★消費者生活センター  １８８ にかけると最寄りのセンターにつながります。 

 困ったことがある場合には、一人で抱えず周りの大人に相談しましょう。 

 
 

 
 

■第 6波への備えとして、基本的な感染症予防対策を継続してください！ 

 生徒の皆さんや保護者の皆様のご協力により、本校では新型コロナウイルス感染症陽性者

等なく、学校生活を送ることができています。ありがとうございます。 

 引き続き、ご家庭・ご家族で感染症対策に取り組んでいただくようお願いします。 

●マスク着用 ●手指の消毒 ●検温及び健康チェック・体調管理 ●不要不急の外出控え 

●体調不調及び発熱時には登校を見合わせ、通院をお願いします。 

 休み中に PCR検査等を受けることになった場合には、学校公用携帯電話へのご連絡をお

願いします。  

Column  おせち料理 ってどんな意味があるの？ 

お正月は新しい年を迎える節目の行事として、各家庭で大切にされてきました。お節と

はそもそも節句にいただく料理のことでしたが、正月に一年の豊作や健康への感謝や祈念

を込めて作られていたものが、現代のおせち=お正月のものになったとか。最近では、おせ

ち料理を作らない、食べないという人も増えてきましたが、皆さんはどうですか。 

☆☆主な料理☆☆         

黒豆・・・・「まめまめしく働く」健康で働けるように 

田作り・・・五穀豊穣 

伊達巻・・・書物を巻いた形に似ているので、知識が豊富になるように 

栗きんとん・きんとんの金色が宝のようなので、豊かな年になるように 

数の子・・・子孫繁栄（ニシンの卵の数の子のように大勢の子が生まれるように） 

ぶり・・・・ぶりは出世魚と呼ばれるため、将来出世できるようにとの願いを込めて 

レンコン・・レンコンには穴が開いていることから先々の見通しが効くことを願って 

おせちはめでたさを重ねるということで重箱に詰めます。他にも色々とあります。調べてみよう。 

                


